
市
民
憲
章

市
民
憲
章
は
、
市
民
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活

を
健
康
で
明
る
く
、
美
し
く
、
誇
り
を
も

ち
、
安
全
で
豊
か
な
も
の
に
す
る
た
め
の

心
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る
も
の
で
す
。

こ
の
市
民
憲
章
を
策
定
す
る
た
め
、
市
民

憲
章
等
制
定
審
議
会
で
は
審
議
会
案
を
作

成
。
こ
の
案
に
つ
い
て
市
民
の
皆
さ
ん
か

ら
の
意
見
を
広
く
募
集
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
基

に
再
度
審
議
会
で
検
討
が
行
わ
れ
、
新
し

い
市
民
憲
章
が
答
申
さ
れ
、
制
定
さ
れ
ま

し
た
。

市
民
憲
章
が
市
民
の
皆
さ
ん
に
広
く
普

及
す
る
た
め
、
覚
え
や
す
く
、
実
践
し
や

す
い
も
の
に
な
る
よ
う
、
３
箇
条
の
本
文

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
旧
憲
章
に
あ

っ
た
、「
美
し
い
自
然
」
や
「
豊
か
な
吉
備

文
化
」、「
明
る
い
家
庭
」、「
あ
た
た
か
い

ま
ち
」
な
ど
の
普
遍
的
な
価
値
は
、
旧
３

市
村
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
新
し
い

市
民
憲
章
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

こ
の
新
し
く
制
定
さ
れ
た
市
民
憲
章
は
、

ま
ち
の
理
想
像
を
掲
げ
、
市
民
生
活
の
規

範
や
方
向
を
示
す
こ
と
で
、
誰
も
が
喜
ん

で
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
し
、
自
主
的
に
実

践
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
皆

さ
ん
の
ご
家
庭
や
グ

ル
ー
プ
、
職
場
な

ど
、
あ
ら
ゆ
る
生
活

の
場
面
で
、
市
民
憲

章
を
唱
和
し
、
実
践

し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

ま
ち
づ
く
り
支
援
室

ま
ち
づ
く
り
支
援
係
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２
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市
の
花
・
市
の
木
・
市
の
鳥

市
民
募
集
で
は
た
く
さ
ん
の
応
募
を
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ

の
中
か
ら
、
投
票
数
の
最
も
多
か
っ
た

「
れ
ん
げ
」
「
も
み
じ
」
「
タ
ン
チ
ョ
ウ
」

に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
制
定
さ
れ

た
３
種
目
に
投
票
さ
れ
た
人
の
中
か
ら
抽

選
で
５
人
の
方
に
記
念
品
を
送
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

今
後
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
市
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
愛
着
を
も
っ
て
い
た
だ
く
た

め
、
イ
ラ
ス
ト
の
募
集
や
フ
ォ
ト
展
示
会

の
開
催
な
ど
を
行
う
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。（
１４
、
１５
ペ
ー
ジ
に
募
集
記
事
）

れ
ん
げ
の
種
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

４
月
２９
日
-
に
開
催
さ
れ
る
「
吉
備
路

れ
ん
げ
ま
つ
り
」
で
、
れ
ん
げ
の
種
を
プ

レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。
れ
ん
げ
の
花
の
じ
ゅ

う
た
ん
を
、
皆
さ
ん
の
家
の
庭
や
畑
に
広

げ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

企
画
課
企
画
調
整
係

（
1
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８
２
１
３
）
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新
市
民
憲
章
。「
れ
ん
げ
」「
も
み
じ
」「
タ
ン
チ
ョ
ウ
」

制　定制　定

市
民
憲
章
等
制
定
審
議
会
を
設
置
し
て
検
討
を
す
す
め
て
い
た
新
市
の
市
民
憲
章
と
市
の
花
・
市
の
木
・
市
の
鳥
。

市
民
募
集
な
ど
の
結
果
を
も
と
に
審
議
会
の
答
申
を
受
け
、
３
月
２２
日
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
義
務
付
け

消　防消　防

消
防
法
と
市
の
火
災
予
防
条
例
で
、
全
て
の
一
般
住
宅
と
共
同
住
宅
な
ど
に
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

新
築
住
宅
は
６
月
１
日
か
ら
、
既
存
住
宅
は
平
成
２３
年
６
月
１
日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

現
在
、
日
本
国
内
で
は
、
１
年
間
に
１

０
０
０
人
以
上
の
人
が
建
物
火
災
で
亡
く
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
約
９
割
は
、
自
分
が

住
ん
で
い
る
住
宅
か
ら
の
火
災
が
原
因
で

す
。
ま
た
、
亡
く
な
っ
た
原
因
の
約
７
割
は

逃
げ
遅
れ
に
よ
る
も
の
で
、
火
災
の
発
生
は

夜
間
の
就
寝
中
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
火
災
の
早
期
発
見
、
早
期

避
難
を
目
的
に
、
全
て
の
家
庭
に
住
宅
用
火

災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し

た
。

設
置
す
る
場
所

寝
室
に
使
用
す
る
部
屋
の
、
天
井
か
壁

面
に
煙
感
知
器
を
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。
２

階
以
上
に
寝
室
が
あ
る
場
合
は
、
寝
室
以
外

に
階
段
の
上
部
に
も
煙
感
知
器
が
必
要
で

す
。
台
所
な
ど
の
、
火
気
を
使
用
す
る
部
屋

に
は
設
置
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
熱
感

知
器
の
設
置
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

購
入
先

消
防
用
設
備
な
ど
の
施
工
業
者
や
家
電

販
売
店
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
購
入
で

き
ま
す
。
購
入
す
る
と
き
は
、
日
本
消
防
検

定
協
会
の
鑑
定
し
た
鑑
定
品
「
Ｎ
Ｓ
マ
ー
ク
」

付
き
を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

悪
質
な
訪
問
販
売
に
注

意
！消

防
署
で
火
災
警
報
器
を
販
売

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
訪
問

販
売
に
は
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

火
災
警
報
器
の
設
置
指
導

市
消
防
本
部
で
は
、
皆
さ
ん
の

地
区
の
集
会
な
ど
に
出
向
い
て
、

火
災
警
報
器
設
置
の
指
導
を
行
っ

て
い
ま
す
。
市
消
防
本
部
予
防
課

予
防
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

消
防
本
部
予
防

課
予
防
係
（
1
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居室

台所廊下 居室

階段居室寝室

寝室

◎住宅用火災警報器の種類

壁掛型 天井取り付け型

※両方とも、ＡＣ１００Ｖコード式と乾電池式があります。

市
の
花
は

市
の
木
は

市
の
鳥
は

市の鳥

選定の理由
春、吉備路はれんげのジュータンでピンク色に染まる。れんげは
地を肥やす花でもあり、自然の恵みを共有し、守り、まちづくりに
生かしていくシンボルとしてもふさわしい。

選定の理由
市内では、名勝豪渓、井山宝福寺などがもみじの名所として知
られ、その美しさは総社の自然美を代表するものであり、市民の
誇りでもある。夏は新緑、秋は紅葉に彩られるまちとなり、自然
の恵みを共有できるのでふさわしい。

選定の理由
日本でも限られた地でしか生育しないとされるタンチョウが総
社の豊かな自然に抱かれて生まれ、現在きびじつるの里で育って
いる。つがいで暮らすことから、互いに協力し合い心豊かに暮ら
すことをめざすまちのシンボルとしてもふさわしい。

タンチョウ

市の木

もみじ

市の花

れんげ

日本消防検定協会が鑑定したこ
とを示す「ＮＳマーク」

総社市民憲章

わたくしたちは、美しい自然と豊かな吉

備文化にはぐくまれている総社市民です。

このことに誇りと責任をもち明るく豊か

なまちをつくることにつとめます。

1 郷土を大切に

美しい環境を　まもりましょう。

1 生涯学び

明るい家庭を　きずきましょう。

1 たがいに助け合い

あたたかいまちを　つくりましょう。

◎住宅火災と死亡者の状況（全国での調査）

◎火災警報器の設置場所

一般住宅 
66％ 

共同住宅 
16％ 

併用住宅 
4％ 

住宅以外 
14％ 

（人） 

（年） 
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（消防庁の資料から） 

H15

●みんなで唱和し、実践しましょう




